
Title 黄帝書『十六経』の宇宙生成論

Author(s) 浅野, 裕一

Citation 中国研究集刊. 2005, 39, p. 40-63

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61035

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



中
国
研
究
集
刊
雨
号
（
総
三
十
九
号
）
平
成
十
七
年
十
二
月
四

O
l六
三
頁

黄
帝
書

『
十
六
経
』

の
宇
宙
生
成
論

こ
れ
ま
で
我
々
が
、
確
実
に
先
秦
に
成
立
し
た
道
家
思
想
の
文

献
と
し
て
利
用
で
き
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
『
老
子
』
と
『
荘
子
』

の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
先
秦
道
家
思
想
の
研
究
は
、
も
っ
ぱ

ら
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
郭

店
楚
簡
『
太
一
生
水
』
や
上
博
楚
簡
『
恒
先
』
な
ど
、
戦
国
中
期

の
楚
墓
か
ら
道
家
系
文
献
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
秦

道
家
思
想
の
研
究
は
、
今
や
全
く
新
た
な
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
一
九

九
三
年
に
湖
南
省
長
沙
馬
王
堆
前
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
、
黄
帝
書

『
十
六
経
』
に
見
え
る
宇
宙
生
成
論
の
性
格
を
改
め
て
検
討
し
て

み
る
。行

論
の
便
宜
上
、
ま
ず
『
詩
経
』
『
書
経
』
に
お
け
る
上
天
・
上

帝
の
性
格
を
確
認
し
て
置
き
た
い
。
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
で
は
、

浅

野

裕

形
象
を
持
た
な
い
形
而
上
的
存
在
で
あ
り
、
有
意
志
の
人
格
神
で

あ
る
上
天
・
上
帝
が
、
天
界
か
ら
地
上
を
支
配
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
天
・
上
帝
は
、
「
神
は
言
わ
れ
た
。
「
我
々

に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、

空
の
鳥
、
家
事
国
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ

よ
う
。
」
神
は
御
自
分
を
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
神
に
か

た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
」
（
『
聖
書
』
創
世
記
・
日
本
聖
書
協
会
・

新
共
同
訳
）
と
の
主
張
が
、
逆
説
的
に
証
明
す
る
の
と
同
じ
く
、

人
聞
か
ら
身
体
的
要
素
を
取
り
除
い
て
感
情
や
意
志
だ
け
を
残
し

た
、
人
聞
を
模
写
し
た
神
格
で
あ
る
。
こ
の
上
天
・
上
帝
信
仰
に

お
い
て
は
、
世
界
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
所
与
の
も
の
と
し
て

の
み
描
か
れ
、
宇
宙
の
始
原
を
語
る
宇
宙
生
成
論
が
思
索
の
対
象

と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
天
・
上
帝
は
、
宇
宙
の

主
宰
者
で
は
あ
る
が
、
宇
宙
の
創
造
主
で
は
な
い
。

『
詩
経
』
や
『
書
経
』
が
描
く
世
界
で
は
、
天
界
の
上
天
・
上
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帝
と
、
地
上
に
君
臨
す
る
王
に
統
率
さ
れ
た
群
臣
・
万
民
と
い
っ

た
構
図
が
最
初
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
ど
ん
な
に
話
を
遡
ら
せ
て

も
、
高
の
治
水
事
業
と
い
っ
た
文
明
の
建
設
や
、
「
天
生
蒸
民
」
（
『
詩

経
』
大
雅
・
蒸
民
）
と
い
っ
た
人
類
誕
生
の
時
点
ま
で
で
あ
る
。

『
詩
経
』
や
『
書
経
』
の
描
く
世
界
で
は
、
「
天
は
蒸
民
を
生
ず
」

と
、
人
類
は
上
天
・
上
帝
が
自
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
両
者
が
直

結
さ
れ
、
人
類
に
特
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
人
類

が
作
り
出
し
た
文
明
に
も
至
上
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
で
は
、
上
天
・
上
帝
と
、
王
（
天
子
）

に
率
い
ら
れ
た
人
類
の
関
係
が
一
貫
し
た
主
題
と
さ
れ
る
。
次
に

そ
の
例
を
示
し
て
み
る
。

己
、
予
惟
小
子
、
不
敢
替
上
帝
命
。
天
休
子
寧
王
、
興
我
小

邦
周
。
寧
王
惟
卜
用
、
克
綬
受
弦
命
。
今
天
其
相
民
。
矧
亦

惟
卜
用
。
鳴
呼
、
天
明
畏
、
弼
我
主
主
基
。
（
『
書
経
』
周
書
・

大
詰
）

武
王
が
急
死
し
た
後
、
成
王
は
次
の
よ
う
に
殿
周
革
命
を
振
り

返
る
。
若
年
の
私
が
上
帝
の
命
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
は
で
き

な
い
。
か
つ
て
上
天
は
文
王
の
善
行
を
褒
め
ら
れ
、
我
が
小
国
の

周
を
興
さ
れ
た
。
私
は
文
王
の
や
り
方
を
守
り
、
国
家
の
基
礎
を

固
め
よ
う
。
こ
こ
に
は
上
帝
が
文
王
の
善
政
に
対
し
、
般
に
替
わ

っ
て
周
に
王
朝
を
興
さ
せ
る
と
の
褒
賞
を
与
え
た
と
す
る
因
果
関

係
が
説
か
れ
る
。

浩
浩
美
天
、
不
駿
其
徳
。
降
喪
鱗
健
、
斬
伐
四
因
。
畏
天
疾

威
、
弗
慮
弗
園
。
（
『
詩
経
』
小
雅
・
雨
無
正
）

こ
れ
ま
で
上
天
は
、
適
時
に
雨
が
降
り
、
穀
物
が
豊
か
に
実
る

な
ど
の
福
を
も
た
ら
し
て
き
た
が
、
そ
れ
も
長
続
き
は
し
な
か
っ

た
。
近
頃
は
し
き
り
に
死
喪
や
飢
僅
を
降
し
て
く
る
。
上
天
が
か

く
ま
で
激
し
く
天
威
を
振
る
わ
れ
る
以
上
、
幽
王
は
当
然
そ
れ
を

天
罰
が
降
っ
た
と
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
に
、
我
が
君
は
少
し
も

上
天
の
意
図
を
推
し
量
ろ
う
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
周
の
幽

王
の
悪
政
に
怒
っ
て
、
上
天
が
災
い
を
も
た
ら
し
、
た
め
に
臣
民

は
死
喪
や
飢
僅
に
苦
し
む
と
の
形
で
、
上
天
・
王
・
人
類
三
者
の

関
係
が
語
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
現
象
は
、
上
天
・
上
帝
な
る
神
格
が
、
人
類
の
行
為

の
善
悪
と
、
上
天
・
上
帝
が
降
す
禍
福
の
聞
に
明
確
な
因
果
関
係

を
設
定
し
て
世
界
を
秩
序
化
し
、
人
類
が
文
明
社
会
の
秩
序
を
維

持
で
き
る
根
拠
を
確
保
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た
神
格
だ
っ
た
こ

と
を
物
語
る
。
何
に
よ
ら
ず
神
は
、
あ
る
人
間
集
団
の
利
害
に
合

わ
せ
て
担
造
さ
れ
た
虚
像
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
上
天
・

上
帝
な
る
神
格
も
、
文
王
・
武
王
が
受
命
し
た
と
し
て
殿
周
革
命
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を
正
当
化
し
た
り
、
上
天
・
上
帝
を
祭
記
し
て
福
を
祈
れ
る
神
通

力
（
カ
リ
ス
マ
）
を
備
え
る
の
は
周
王
の
み
だ
と
し
て
、
王
権
に

論
拠
を
与
え
る
な
ど
、
徹
底
的
に
周
王
朝
の
統
治
階
層
の
都
合
に

合
わ
せ
て
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
天
・
上
帝
を
絶
対
神
と
す
る
『
詩
経
』
『
書
経
』
的
世
界
観
と

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
世
界
観
を
提
出
し
た
の
が
、
宇
宙
生
成
論

を
備
え
る
形
態
の
道
家
思
想
で
あ
る
。
郭
店
楚
簡
『
太
一
生
水
』

や
上
博
楚
簡
『
恒
先
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
す
で
に
戦
国
前
期
か

ら
、
宇
宙
生
成
論
を
備
え
る
道
家
思
想
が
、
『
老
子
』
以
外
に
も
複

数
存
在
し
て
い
た
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

『
太
一
生
水
』
は
、
宇
宙
が
順
次
形
成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

を
次
の
よ
う
に
語
る
在
1
）。

太
一
生
水
。
水
反
輔
太
て
是
以
成
天
。
天
反
輔
太
一
、
是

以
成
地
。
天
地
【
復
相
輔
】
也
、
是
以
成
紳
明
。
紳
明
復
相

輔
也
、
是
以
成
陰
陽
。
陰
陽
復
相
輔
也
、
是
以
成
四
時
。
四

時
復
相
輔
也
、
是
以
成
槍
熱
。
冶
熱
復
相
輔
也
、
是
以
成
課

燥
。
課
燥
復
相
輔
也
、
成
歳
而
止
。

単
純
化
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
太
一
↓
水
↓
天
↓
地
↓
神
明
↓
陰
陽

↓
四
時
↓
冶
熱
↓
課
燥
↓
歳
と
展
開
す
る
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス

が
示
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
中
に
、
上

天
・
上
帝
が
全
く
姿
を
見
せ
な
い
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
れ

は
、
上
天
・
上
帝
抜
き
の
字
宙
生
成
論
な
の
で
あ
る
。

『
太
一
生
水
』
に
お
い
て
宇
宙
の
主
宰
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

上
天
・
上
帝
で
は
な
く
、
「
太
ご
で
あ
る
。
「
太
ご
が
宇
宙
を

主
宰
す
る
様
相
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

是
故
太
一
蔵
於
水
、
行
於
時
、
周
而
或
成
。
以
生
属
高
物
母
。

一
一
敏
一
盈
、
以
紀
矯
首
問
物
経
。
此
天
之
所
不
能
殺
、
地
之
所

不
能
輩
、
陰
陽
之
所
不
能
成
。
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こ
こ
に
描
か
れ
る
「
太
ご
は
、
「
成
歳
而
止
」
と
世
界
の
基
本
的

枠
組
み
が
完
成
し
た
後
、
水
中
に
潜
み
な
が
ら
世
界
中
を
周
行
し
、

「
高
物
母
」
「
高
物
経
」
と
し
て
、
万
物
を
生
成
し
制
御
し
続
け
る

宇
宙
の
主
宰
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
太
ご
は
、
上
天
・
上

帝
の
よ
う
な
有
意
志
の
人
格
神
で
は
な
く
、
観
念
的
に
設
定
さ
れ

た
物
質
的
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。

『
恒
先
』
の
場
合
、
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
径
三
。



恒
先
無
、
有
質
静
虚
。
質
大
質
、
静
大
静
、
虚
大
虚
、
自
厭

不
自
忍
、
或
作
。
有
或
駕
有
気
。
有
気
駕
有
有
。
有
有
鷲
有

往
者
。
未
有
天
地
、
未
有
作
行
。
出
生
虚
静
、
震
一
若
寂
、

夢
夢
静
岡
、
市
来
或
明
、
未
或
滋
生
。
気
是
自
生
、
恒
莫
生

気
。
気
是
自
生
自
作
。
恒
気
之
生
、
不
濁
有
奥
也
。
（
中
略
）

濁
気
生
地
、
清
気
生
天
。
気
伸
紳
哉
。
云
云
相
生
、
伸
盈
天

地
。
同
出
而
異
性
、
因
生
其
所
欲
。
察
察
天
地
、
紛
紛
而
復

其
所
欲
。

永
遠
の
恒
常
性
を
保
つ
「
恒
」
な
る
原
初
の
時
期
に
は
、
宇
宙

は
無
だ
っ
た
の
だ
が
、
質
と
静
と
虚
の
三
者
だ
け
は
、
最
初
か
ら

「
怪
」
の
中
に
存
在
し
て
い
た
。
最
初
は
微
小
だ
っ
た
質
・
静
・

虚
の
三
者
は
、
や
が
て
膨
張
し
始
め
る
。
大
質
・
大
静
・
大
虚
へ

と
増
長
し
た
三
者
は
、
無
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
の
閉
塞

状
況
に
不
満
を
抱
き
、
「
恒
」
か
ら
の
脱
出
を
図
る
。
そ
の
結
果
、

「
怪
」
の
時
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
「
或
」
な
る
時
期
が
発
生

す
る
。「

或
」
の
段
階
に
入
る
と
、
質
に
由
来
す
る
気
が
虚
静
よ
り
発

生
し
て
く
る
。
気
は
自
分
で
生
じ
、
自
分
で
動
き
回
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
「
恒
」
は
気
の
発
生
に
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
。
虚
静

か
ら
生
じ
て
き
た
直
後
の
気
は
、
ま
だ
混
沌
た
る
未
分
化
状
態
に

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
気
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
「
或
」
も

ま
た
、
混
沌
・
未
分
化
の
状
態
に
止
ま
っ
て
い
た
。

混
沌
と
し
て
一
だ
っ
た
気
は
分
化
し
始
め
、
濁
気
が
地
を
、
清

気
が
天
を
形
成
し
て
、
天
地
が
剖
判
す
る
。
気
は
さ
ら
に
分
化
・

拡
延
し
続
け
、
万
物
が
相
生
じ
て
天
地
に
満
ち
溢
れ
る
。
万
物
は

等
し
く
気
か
ら
生
じ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
を
異
に
す
る
。

そ
の
た
め
万
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
欲
す
る
場
所
を
選
ん
で
生

じ
て
く
る
。
か
く
し
て
天
地
は
、
万
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
性
の
指
示

に
従
い
、
欲
求
す
る
場
所
を
選
択
し
て
生
成
死
滅
を
反
復
す
る
、

慌
た
だ
し
い
空
間
と
な
っ
た
。

以
上
が
『
恒
先
』
が
描
く
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
留

意
す
べ
き
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
中
に
も
、
上
天
・
上
帝
が
全
く
姿

を
見
せ
ず
、
完
全
に
上
天
・
上
帝
抜
き
の
宇
宙
生
成
論
に
な
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。

『
恒
先
』
に
お
い
て
宇
宙
の
主
宰
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
恒
」

で
あ
る
。
「
怪
」
が
宇
宙
を
主
宰
す
る
様
相
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

る。

( 43 ) 

奉
天
下
之
作
也
、
無
許
恒
、
無
非
其
所
。
奉
天
下
之
作
也
、

無
不
得
其
恒
而
果
途
。
庸
或
得
之
、
庸
或
失
之
。

こ
こ
で
は
天
下
に
覇
者
た
ら
ん
と
す
る
諸
侯
の
「
作
」
が
、
「
恒
」

の
許
可
を
得
ず
に
為
さ
れ
る
非
行
と
し
て
明
確
に
否
定
さ
れ
、



「
恒
」
の
在
り
方
を
体
得
せ
ず
に
は
、
ど
ん
な
に
功
業
を
追
い
求

め
て
も
、
決
し
て
成
就
し
な
い
と
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
主
張
か

ら
、
「
恒
」
が
単
に
宇
宙
の
原
初
の
段
階
を
指
す
に
止
ま
ら
ず
、
世

界
が
「
或
」
に
移
行
し
た
後
も
、
背
後
で
「
或
」
の
世
界
を
制
御

し
続
け
る
、
字
宙
の
主
宰
者
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
恒
」
が
宇
宙
の
主
宰
者
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
た

め
、
「
或
」
の
や
り
方
で
成
功
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
結
局
は
「
或
」

の
や
り
方
を
用
い
た
た
め
に
失
敗
に
終
わ
る
と
警
告
さ
れ
る
の
で

あ
る
。そ

し
て
「
恒
」
も
、
上
天
・
上
帝
の
よ
う
な
有
意
志
の
人
格
神

で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
無
で
あ
り
な
が
ら
、
己
の
中
に
質
・
静
・

虚
を
内
在
さ
せ
て
い
た
、
半
ば
物
質
的
な
存
在
で
あ
る
。

次
に
『
老
子
』
の
宇
宙
生
成
論
を
見
て
み
よ
う
（
注
立
。
『
老
子
』

の
宇
宙
生
成
論
は
、
『
太
一
生
水
』
や
『
恒
先
』
の
よ
う
に
ま
と

ま
っ
た
形
で
記
述
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
あ
ち
こ
ち
に
散
在
す
る
形

で
示
さ
れ
る
。

「
大
道
氾
今
、
其
可
左
右
。
高
物
侍
之
市
生
」
（
第
三
十
四
章
）

「
寓
物
得
一
以
生
」
（
第
三
十
九
章
）
と
か
、
「
遁
沖
而
用
之
或
不

盈
。
淵
平
似
寓
物
之
宗
」
（
第
四
章
）
「
遁
生
て
一
生
二
、
二
生

三
、
三
生
寓
物
」
（
第
四
十
二
章
）
と
、
『
老
子
』
は
「
道
」
が
万

物
を
生
じ
た
と
す
る
。
『
老
子
』
は
同
時
に
「
天
下
高
物
生
於
有
、

有
生
於
無
」
（
第
四
十
章
）
と
も
言
う
か
ら
、
無
で
あ
る
「
道
」
か

ら
万
物
が
発
生
し
て
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
こ
う
し
た
説
明
だ
け
で
は
、
な
ぜ
無
か
ら
有
が
生
じ
て
き

た
の
か
と
い
っ
た
疑
念
を
招
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
『
老
子
』

第
二
十
一
章
で
は
、
「
道
之
属
物
、
唯
憐
唯
惚
。
忽
今
憐
今
、
其
中

有
象
。
憐
今
惚
今
、
其
中
有
物
。
窃
今
冥
今
、
其
中
有
精
」
と
、

悦
惚
・
窃
冥
た
る
「
道
」
の
中
に
象
・
物
・
精
な
ど
の
物
質
的
要

素
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
無
か
ら
有
へ
と
移
行
し

た
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
「
故
混
市
震
ご
（
第
十
四
章
）
と
か
「
有

物
混
成
、
先
天
地
生
」
（
第
二
十
五
章
）
な
ど
と
描
写
さ
れ
る
よ
う

に
、
『
老
子
』
の
「
道
」
は
当
初
か
ら
物
質
的
性
格
を
帯
び
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
無
か
ら
有
へ
の
移
行
が
な
ぜ
生
じ

た
の
か
を
説
明
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

万
物
を
生
成
し
続
け
る
「
道
」
は
、
「
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法

道
、
道
法
自
然
」
（
第
二
十
五
章
）
と
か
、
「
高
物
鴎
駕
而
不
矯
主
。

可
名
馬
大
」
（
第
三
十
四
章
）
と
、
万
物
発
生
後
の
世
界
を
も
背
後

で
制
御
す
る
宇
宙
の
主
宰
者
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
老
子
』

で
宇
宙
の
主
宰
者
と
さ
れ
る
「
道
」
も
、
や
は
り
上
天
・
上
帝
の

よ
う
な
有
意
志
の
人
格
神
で
は
な
く
、
半
ば
物
質
的
な
存
在
で
あ

る。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
太
一
生
水
』
『
恒
先
』
『
老
子
』

三
者
の
宇
宙
生
成
論
に
は
、
上
天
・
上
帝
の
よ
う
な
人
間
の
模
写



と
し
て
の
人
格
神
を
宇
宙
の
主
宰
者
と
は
せ
ず
、
「
太
ご
「
恒
」

「
道
」
と
い
っ
た
物
質
的
な
存
在
を
観
念
的
に
設
定
し
て
物
神
化

し
、
宇
宙
の
創
造
主
・
主
宰
者
に
据
え
る
と
の
大
き
な
共
通
性
が

存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
宇
宙
生
成
論
を
伴
う
道
家
思
想
の
中
で
、
人

類
の
誕
生
や
文
明
の
形
成
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見

て
み
よ
う
。
『
恒
先
』
は
天
地
・
万
物
の
発
生
を
記
し
た
後
、
人
類

の
発
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

詳
宜
利
主
、
采
物
出
於
作
。
作
駕
有
事
、
不
作
無
事
。
奉
天

下
之
事
、
自
作
潟
、
事
庸
以
不
可
更
也
。
凡
多
采
物
、
先
者

有
善
有
治
無
胤
。
有
人
駕
有
不
善
。
胤
出
於
人
。

群
臣
が
人
聞
社
会
の
便
宜
を
詳
細
に
分
析
し
、
主
君
の
利
益
を
図

る
か
ら
こ
そ
、
極
彩
色
の
宮
殿
・
馬
車
・
衣
服
・
器
物
な
ど
が
、

事
業
を
興
そ
う
と
す
る
欲
求
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
。
君
主
や
臣
下

が
功
業
を
目
指
せ
ば
、
無
事
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
世
界
中
で

行
わ
れ
て
い
る
事
業
を
見
渡
せ
ば
、
「
恒
」
の
許
可
な
し
に
人
類
が

勝
手
に
行
う
の
で
、
事
業
は
止
む
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
、
決
し

て
悔
い
改
め
ら
れ
た
り
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
華
麗
な
宮
殿
・
馬

車
・
衣
服
・
器
物
な
ど
が
溢
れ
る
事
態
を
省
察
す
る
に
、
人
類
誕

生
以
前
に
は
善
と
治
が
あ
る
だ
け
で
、
乱
な
ど
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
人
類
が
発
生
し
た
途
端
、
た
ち
ま
ち
不
善
が
生
じ

て
き
た
。
世
界
の
混
乱
は
、
す
べ
て
人
類
か
ら
発
生
し
て
き
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
恒
先
』
は
、
人
類
の
誕
生
や
文
明
の
形
成
を
、

宇
宙
生
成
の
は
る
か
後
の
出
来
事
と
し
て
、
そ
の
後
出
性
を
明
示

す
る
と
と
も
に
、
こ
の
両
者
を
明
確
に
悪
と
規
定
す
る
。
そ
も
そ

も
「
或
」
自
体
が
、
「
自
厭
不
自
忍
」
と
い
っ
た
惑
乱
の
感
情
に
よ

っ
て
、
「
恒
」
か
ら
離
脱
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
「
或
」
に
生
じ
た

万
物
も
ま
た
「
昏
昏
不
寧
」
と
い
っ
た
惑
乱
の
感
情
か
ら
発
生
し

て
き
た
。
し
た
が
っ
て
『
恒
先
』
の
価
値
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
「
或
」

及
び
「
或
」
に
生
じ
た
万
物
に
対
し
て
も
、
否
定
的
評
価
が
下
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
「
或
」
も
万
物
も
、
明
確
に
「
不
善
」

と
ま
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
人
類
は
、
「
不

善
」
や
「
乱
」
の
発
生
源
だ
と
厳
し
く
断
罪
さ
れ
て
い
る
。

『
太
一
生
水
』
は
、
人
類
や
文
明
の
後
出
性
を
『
恒
先
』
ほ
ど

明
確
に
は
指
摘
し
な
い
。
だ
が
先
に
紹
介
し
た
宇
宙
生
成
の
プ
ロ

セ
ス
中
に
人
類
は
登
場
せ
ず
、
万
物
発
生
の
記
述
の
後
に
人
類
に

関
す
る
事
柄
が
記
述
さ
れ
る
と
の
先
後
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
後

出
性
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
太
一
生
水
』
は
、
宇
宙
生
成
論
が
充
実
し
て
い
る
の
に

比
べ
て
、
文
明
批
判
の
領
域
が
手
薄
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
部
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分
の
竹
簡
に
欠
損
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
道
貴
弱
。
削

成
者
以
盆
生
者
」
と
記
す
断
簡
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
功
業
の

追
求
や
強
盛
の
誇
示
を
否
定
す
る
文
明
批
判
の
視
点
が
存
在
し
た

の
は
確
実
で
あ
る
。

『
老
子
』
の
場
合
は
、
『
太
一
生
水
』
よ
り
も
さ
ら
に
唆
昧
で
あ

る
が
、
「
道
生
て
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
高
物
」
（
第
四
十
二

章
）
と
語
ら
れ
る
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
中
に
、
人
類
は
全
く
登

場
せ
ず
、
人
類
の
発
生
に
つ
い
て
は
一
言
の
言
及
す
ら
な
い
。
恐

ら
く
人
類
も
万
物
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
や
は
り
、
人
類
の
後
出
性
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
『
老
子
』
も
ま
た
、
人
類
が
文
明
を
発
達
さ
せ
る
行
為

に
対
し
て
、
強
い
批
判
を
加
え
る
。

民
多
利
器
、
国
家
滋
昏
。
人
多
技
巧
、
奇
物
滋
起
。
法
物
滋

彰
、
盗
賊
多
有
。
故
聖
人
云
、
我
無
矯
而
民
自
化
。
（
第
五
十

七
章
）

人
類
は
便
利
さ
を
追
求
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
械
を
発
明
す
る
。
そ

れ
が
民
衆
の
聞
に
普
及
す
る
と
、
効
率
よ
く
利
益
を
得
よ
う
と
す

る
欲
望
だ
け
が
膨
ら
み
、
逆
に
人
々
の
徳
性
は
表
え
て
い
く
。
そ

の
た
め
利
益
の
争
奪
戦
は
激
化
し
、
国
家
は
ま
す
ま
す
混
迷
の
度

を
深
め
て
い
く
。
新
し
い
技
術
や
手
法
が
編
み
出
さ
れ
る
と
、
人

々
は
そ
れ
を
利
用
し
て
他
人
を
出
し
抜
き
、
周
囲
を
欺
い
て
利
益

を
独
り
占
め
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
世
の
中
に
は
、
新
た

な
手
口
の
面
妖
な
事
件
が
続
出
す
る
。
君
主
が
法
令
を
厳
し
く
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
法
の
網
を
か
い
く
ぐ
る
盗
賊
が
増
え
続
け
る
。

こ
の
よ
う
に
『
老
子
』
は
、
文
明
の
発
達
は
世
界
を
混
乱
さ
せ

る
だ
け
だ
と
批
判
し
、
無
為
に
よ
る
統
治
に
よ
っ
て
こ
そ
、
世
界

に
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
語
る
。
さ
ら
に
『
老
子
』
は
、
文
明

が
可
能
に
し
た
豪
宥
な
生
活
は
、
人
間
本
来
の
姿
か
ら
逸
脱
し
て

い
る
と
非
難
す
る
。

五
色
令
人
目
盲
、
玉
音
令
人
耳
聾
、
五
味
令
人
口
爽
、
馳
鰐

田
猟
令
人
心
緩
狂
、
難
得
之
貨
令
人
行
妨
。
是
以
聖
人
矯
腹

不
震
目
。
（
第
十
二
章
）
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文
明
は
華
麗
な
宮
殿
・
馬
車
・
衣
服
・
器
物
な
ど
を
作
り
出
す
。

高
価
な
楽
器
を
連
ね
た
音
楽
、
山
海
の
珍
味
を
並
べ
た
料
理
、
兵

車
を
疾
走
さ
せ
る
狩
猟
、
交
易
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
珍
奇
な

財
宝
な
ど
を
も
生
み
出
す
。
だ
が
文
明
が
も
た
ら
す
快
楽
を
享
受

す
る
行
為
は
、
し
だ
い
に
人
々
の
感
覚
と
心
を
蝕
ん
で
い
く
。
人

類
の
欲
望
に
は
限
り
が
な
く
、
ひ
と
た
び
刺
激
に
触
発
さ
れ
る
と
、

よ
り
強
い
刺
激
、
よ
り
濃
密
な
快
楽
を
追
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
。



そ
の
結
果
人
間
の
精
神
は
、
快
楽
に
の
み
反
応
す
る
方
向
に
狂
い

始
め
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
老
子
』
は
、
文
明
の
快
楽
に
浮
か
れ
る

生
き
方
は
、
人
類
と
し
て
の
ま
っ
と
う
な
道
を
踏
み
外
し
て
い
る

と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宇
宙
生
成
論
を
備
え
る
系
統
の
道
家
思
想
に
お
い

て
は
、
人
類
の
誕
生
や
文
明
の
形
成
は
、
宇
宙
の
開
始
か
ら
そ
こ

に
至
る
ま
で
の
先
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
の
比
較
の
上
で
、
常
に
相

対
化
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
、
及
び
そ
れ
を
経

典
視
す
る
儒
家
や
墨
家
の
よ
う
に
、
人
間
中
心
主
義
の
立
場
か
ら

人
類
や
文
明
に
至
上
の
価
値
が
与
え
ら
れ
た
り
は
せ
ず
、
文
明
社

会
と
そ
こ
に
生
き
る
人
類
の
在
り
方
に
は
、
極
め
て
強
い
批
判
が

加
え
ら
れ
る
在
三
。

一
九
七
三
年
に
湖
南
省
長
沙
の
馬
王
堆
前
漢
墓
か
ら
出
土
し
た

『
十
六
経
』
は
、
同
時
に
出
土
し
た
『
経
法
』
『
称
』
『
道
原
』
と

と
も
に
、
道
家
の
一
派
で
あ
る
黄
老
思
想
の
文
献
、
黄
帝
書
と
目

さ
れ
て
い
る
。
『
十
六
経
』
は
黄
帝
と
そ
の
臣
下
た
ち
が
登
場
す
る

点
に
特
色
が
あ
る
が
、
『
十
六
経
』
と
上
述
し
た
道
家
思
想
を
比
較

す
る
と
、
そ
こ
に
は
興
味
深
い
現
象
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。

『
十
六
経
』
の
首
篇
で
あ
る
立
命
篇
に
は
、
そ
れ
ま
で
無
象
の

形
而
上
的
存
在
だ
っ
た
黄
宗
（
黄
帝
）
が
、
あ
る
と
き
可
視
的
形

象
を
伴
っ
て
、
突
如
地
上
に
出
現
し
た
様
子
が
描
か
れ
る
韮
5
）

O

昔
者
責
宗
質
始
好
信
、
作
自
粛
象
。
方
四
面
、
得
一
心
。
四

達
自
中
、
前
参
後
参
、
左
参
右
参
、
践
位
履
参
、
是
以
能
馬

天
下
宗
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
黄
宗
は
、
四
つ
の
顔
面
が
中
央
の
心
を
補
助
す
る
、

奇
怪
な
形
象
で
姿
を
現
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
出
現
の
仕
方

は
、
無
か
ら
有
へ
の
転
換
と
も
三
言
え
る
も
の
で
、
黄
宗
の
出
現
は
、

あ
た
か
も
宇
宙
の
開
始
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
黄
宗
は
、
「
吾
受
命
於
天
、
定
位
於
地
、
成
名
於
人
。

唯
余
一
人
、
【
徳
】
乃
配
天
」
と
宣
言
す
る
。
と
す
れ
ば
、
人
格
神

と
し
て
の
上
天
、
天
と
地
、
人
類
な
ど
は
、
黄
宗
の
出
現
に
先
行

し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
黄
宗
の
出
現
は
決
し
て

字
宙
の
開
始
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

無
象
の
黄
宗
が
い
つ
の
時
点
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
は
、
何
の

説
明
も
な
く
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
の
後
黄
宗
は
、
「
乃
立
主
・
三
公
、
立
国
置
君
三
卿
」
と
、
周

の
封
建
体
制
の
よ
う
な
主
朝
体
制
を
自
分
一
人
で
作
り
上
げ
、
天

子
・
三
公
・
国
君
・
三
卿
を
自
ら
任
命
し
た
と
さ
れ
る
。
と
す
れ

ば
黄
宗
出
現
以
前
に
は
、
人
類
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
世
界

( 47 ) 



全
体
を
統
治
す
る
政
治
組
織
は
な
か
っ
た
と
の
設
定
だ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。

た
だ
し
、
上
天
の
命
を
受
け
て
王
朝
を
聞
き
、
諸
侯
を
万
国
に

封
建
す
る
の
は
、
初
代
の
天
子
、
王
者
が
為
す
べ
き
行
為
で
あ
る
。

黄
宗
が
上
天
の
命
を
受
け
た
と
宣
言
し
て
、
天
子
・
三
公
・
国
君
・

三
卿
を
自
ら
選
任
し
、
王
朝
体
制
を
創
出
し
た
と
す
る
の
は
、
そ

の
意
味
で
は
極
め
て
奇
妙
な
行
為
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
で
は
黄
宗
と
天
子
の
二
重
権
力
構
造
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、

立
命
篇
の
作
者
は
こ
う
し
た
矛
盾
に
は
全
く
無
頓
着
で
あ
る
。

王
朝
体
制
を
創
始
し
た
黄
宗
は
、
「
数
日
、
歴
月
、
計
歳
、
以
嘗

日
月
之
行
」
と
、
天
体
観
測
に
よ
っ
て
太
陽
と
月
の
運
行
を
合
致

さ
せ
、
太
陽
太
陰
暦
を
発
明
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

黄
宗
出
現
以
前
の
人
類
に
は
、
暦
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

初
め
て
王
朝
体
制
を
創
出
し
、
さ
ら
に
天
体
の
運
行
を
計
算
し

て
暦
法
を
定
め
た
と
な
れ
ば
、
黄
宗
は
ま
さ
し
く
文
明
の
創
始
者

と
い
え
る
。
黄
宗
の
出
現
は
そ
の
ま
ま
文
明
の
発
生
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
立
命
篇
の
作
者
の
意
図
は
、
黄
宗
に
託
し
て
文
明

発
生
を
物
語
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
観
篇
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
観
篇
で
は
、

そ
れ
ま
で
混
沌
と
し
て
未
分
化
だ
っ
た
宇
宙
が
、
陰
陽
・
晦
明
・

四
時
な
ど
に
分
節
化
し
た
直
後
に
時
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

【
黄
帝
】
令
力
墨
浸
行
伏
匿
、
周
流
四
園
、
以
観
無
恒
善
之

法
則
。
カ
墨
覗
象
、
見
黒
則
黒
、
見
白
則
自
。
（
中
略
）
人
静

則
静
、
人
作
則
作
。
カ
墨
巳
布
制
極
。
（
中
略
）
天
地
巳
成
、

而
民
生
、
逆
順
無
紀
、
徳
虐
無
型
、
静
作
無
時
、
先
後
無
名
。

今
吾
欲
得
逆
順
之
【
紀
、
徳
虐
之
型
、
静
作
之
時
】
、
以
矯
天

下
正
。
静
作
之
時
、
因
而
鞠
之
、
震
之
若
何
。
黄
帝
日
、
（
中

略
）
無
晦
無
明
、
未
有
陰
陽
。
陰
陽
未
定
、
吾
未
有
以
名
。

今
始
判
馬
問
、
分
震
陰
陽
、
離
震
四
【
時
】
、
（
中
略
）
其
明

者
以
矯
法
、
市
微
這
是
行
。

臣
下
の
力
墨
は
黄
帝
の
密
命
を
帯
び
て
諸
国
を
視
察
し
、
い
ま

だ
規
範
と
仰
ぐ
べ
き
法
則
の
な
い
世
界
で
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に

生
活
し
て
い
る
か
を
探
る
。
人
々
の
無
定
見
・
無
節
操
ぶ
り
を
つ

ぶ
さ
に
観
察
し
た
力
墨
は
、
黄
帝
に
対
し
、
天
地
も
す
で
に
形
成

さ
れ
、
人
類
も
誕
生
し
て
き
た
の
だ
が
、
規
範
が
な
い
ま
ま
無
秩

序
に
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
、
人
々
が
準
拠
す
べ
き
法
則
を
制
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
報
告
す
る
。

す
る
と
黄
帝
は
、
い
ま
ま
で
は
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
な
ど
が
分

か
れ
て
お
ら
ず
、
宇
宙
が
控
漠
し
て
い
た
た
め
、
自
分
も
法
則
を

決
定
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
最
近
や
っ
と
晦
明
・
陰
陽
・
四
時

な
ど
が
分
か
れ
て
世
界
が
分
節
化
し
た
の
で
、
初
め
て
法
則
を
決

定
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
答
え
、
逆
順
・
徳
虐
・
静
作
・
先
後
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に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
則
を
制
定
す
る
。

こ
う
し
た
観
篇
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
黄
帝
と
臣
下
の
カ
墨
は
、

天
地
・
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
の
別
す
ら
な
か
っ
た
混
沌
状
態
か
ら
、

す
で
に
こ
の
世
に
存
在
し
、
世
界
の
分
節
化
を
自
ら
目
撃
し
た
こ

と
に
な
る
。
な
お
人
類
は
、
天
地
が
形
成
さ
れ
た
後
に
発
生
し
、

ま
だ
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
の
別
が
な
い
混
沌
た
る
世
界
に
暮
ら
し

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
篇
の
宇
宙
生
成
論
は
、
上
天
・

天
地
・
人
類
な
ど
が
黄
宗
出
現
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
す
る

立
命
篇
の
設
定
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

観
篇
は
、
天
地
・
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
な
ど
が
剖
判
す
る
宇
宙

生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
語
る
の
だ
が
、
そ
の
記
述
は
甚
だ
し
い
矛
盾

に
満
ち
て
い
る
。
い
っ
た
い
黄
帝
と
カ
墨
は
、
天
と
地
す
ら
分
か

れ
て
い
な
い
世
界
に
、
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も
人
類
は
、
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
の
別
す
ら
な
い
世

界
で
、
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
天
・
上

帝
は
全
く
姿
を
見
せ
な
い
が
、
宇
宙
が
生
成
さ
れ
た
後
に
現
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
一
貫
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
重
大

な
疑
念
に
、
観
篇
の
作
者
は
一
切
答
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

続
い
て
果
童
篇
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
果
童
篇
で
は
、

天
地
か
ら
万
物
が
発
生
し
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
た
後
、
人

類
の
誕
生
に
言
及
さ
れ
、
人
類
を
い
か
に
統
治
す
べ
き
か
が
議
論

さ
れ
る
。

責
帝
【
間
四
】
輔
目
、
唯
余
一
人
、
兼
有
天
下
。
今
余
欲
畜

而
正
之
、
均
而
卒
之
。
爵
之
若
何
。
果
童
針
目
、
不
険
則
不

可
卒
、
不
謹
則
不
可
正
。
観
天
於
上
、
硯
地
於
下
、
而
稽
之

男
女
。
夫
天
有
【
恒
】
幹
、
地
有
恒
常
。
合
【
幹
奥
】
常
。

是
以
有
晦
有
明
、
有
陰
有
陽
。
夫
地
有
山
有
海
、
有
黒
有
白
、

有
美
有
悪
。
地
俗
徳
以
静
、
而
天
正
名
以
作
。
静
作
相
養
、

徳
虐
相
成
。
雨
若
有
名
、
相
奥
則
成
。
陰
陽
備
物
、
化
饗
乃

生
。
有
【
任
一
則
】
重
、
任
百
則
軽
。
人
有
其
中
、
物
有
其

形
、
因
之
若
成
。
責
帝
国
、
夫
民
仰
天
而
生
、
侍
地
而
食
。

以
天
馬
父
、
以
地
爵
母
。
今
余
欲
畜
而
正
之
、
均
而
卒
之
、

誰
遁
由
始
。
封
目
、
険
若
得
卒
、
謡
【
若
得
正
】
、
【
貴
】
賎

必
語
、
貧
富
有
等
。
前
世
法
之
、
後
世
既
損
、
由
果
童
始
。

果
童
於
是
衣
褐
而
穿
、
負
瓶
而
轡
、
管
行
乞
食
、
周
流
四
園
、

以
示
貧
賎
之
極
。
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果
章
第
で
は
、
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
果
童
の
発
言
中
に
示

さ
れ
る
が
、
黄
帝
や
四
輔
と
宇
宙
の
分
節
化
と
の
先
後
関
係
は
不

明
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
る
宇
宙
生
成
論
の
最
大
の
特
色
は
、

天
と
地
が
晦
明
・
陰
陽
・
万
物
な
ど
を
生
成
す
る
、
宇
宙
の
根
源

と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

果
童
は
、
天
の
恒
幹
と
地
の
恒
常
が
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



晦
と
明
、
陰
と
陽
が
生
じ
、
陰
陽
が
万
物
を
生
み
出
し
た
と
語
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
天
と
地
は
晦
明
・
陰
陽
・
万
物
な
ど
の
発
生
源

で
あ
る
と
と
も
に
、
静
作
・
徳
虐
な
ど
の
理
法
の
発
生
源
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
、
天
地
の
剖
判
以
前
か
ら
黄
帝
と
力
墨
が
存
在
し
て

い
た
と
す
る
観
篇
の
記
述
と
、
全
く
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。

正
乱
篇
は
黄
帝
と
蛍
尤
の
戦
い
が
主
題
で
あ
る
た
め
、
宇
宙
生

成
論
の
要
素
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
篇
で
は
、
「
上
帝
未
先
而
撞

興
兵
、
硯
蜜
尤
」
と
の
黄
帝
の
発
言
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
上

天
・
上
帝
が
世
界
の
主
宰
者
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
姓
争
篇
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
姓
争
篇

で
は
、
人
類
誕
生
後
、
姓
を
異
に
す
る
氏
族
た
ち
が
闘
争
し
始
め
、

内
乱
が
絶
え
な
い
状
況
を
前
提
に
、
そ
の
解
決
策
が
議
論
さ
れ
る
。

高
陽
問
力
墨
田
、
天
地
【
巳
】
成
、
験
首
乃
生
。
莫
循
天
徳
、

謀
相
覆
傾
。
吾
甚
患
之
。
矯
之
若
何
。
力
墨
針
目
、
勿
憂
勿

患
、
天
制
固
然
。
天
地
己
定
、
蚊
蟻
畢
争
。
作
争
者
凶
、
不

争
亦
無
以
成
功
。
順
天
者
目
、
逆
天
者
亡
。
母
逆
天
道
、
則

不
失
所
守
。
天
地
巳
成
、
験
首
乃
生
。
姓
生
巳
定
、
敵
者
生
、

争
不
謡
不
定
。
凡
謡
之
極
、
在
刑
輿
徳
。
刑
徳
皇
皇
、
日
月

相
望
、
以
明
其
嘗
。
望
失
其
嘗
、
環
視
其
狭
。
天
徳
皇
皇
、

非
刑
不
行
。
穆
穆
天
刑
、
非
徳
必
傾
。
刑
徳
相
養
、
逆
順
若

成
。
刑
晦
而
徳
明
、
刑
陰
市
徳
陽
、
刑
微
而
徳
彰
。
其
明
者

以
馬
法
、
而
微
道
是
行
。
明
明
至
微
、
時
反
以
震
機
。
天
道

環
【
周
】
、
於
人
反
矯
之
客
。
静
作
得
時
、
天
地
奥
之
。
争
不

表
、
時
静
不
静
、
国
家
不
定
。
可
作
不
作
、
天
稽
環
周
、
人

反
矯
之
【
客
可
静
作
得
時
、
天
地
奥
之
、
静
作
失
時
、
天
地

奪
之
。
夫
天
地
之
道
、
寒
熱
燥
標
、
不
能
弁
立
。
剛
柔
陰
陽
、

固
不
雨
行
。
雨
相
養
、
時
相
成
。
居
則
有
法
、
動
作
循
名
、

其
事
若
易
成
。
若
夫
人
事
則
無
常
、
過
極
失
嘗
、
嬰
故
易
常
、

徳
則
無
有
、
措
刑
不
嘗
。
居
則
無
法
、
動
作
爽
名
、
是
以
裁

受
其
刑
。

こ
こ
で
力
墨
は
、
「
順
天
者
昌
、
逆
天
者
亡
」
と
述
べ
る
。
一
見
こ

の
「
天
」
は
、
人
類
に
禍
福
を
降
す
上
天
・
上
帝
を
指
す
か
に
思

え
る
が
、
そ
の
直
後
に
「
母
逆
天
道
、
則
不
失
所
」
と
の
説
明
が

続
く
の
で
、
上
天
・
上
帝
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
天
道
を
指

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
静
作
得
時
、
天
地
輿
之
、
静
作
失

時
、
天
地
奪
之
」
と
言
わ
れ
る
場
合
も
同
様
で
、
こ
こ
で
の
「
天

地
」
は
、
「
夫
天
地
之
道
、
寒
熱
燥
潟
、
不
能
井
立
。
剛
柔
陰
陽
、

固
不
雨
行
。
南
相
養
、
時
相
成
」
と
い
っ
た
天
道
を
指
し
て
い
る
。

等
し
く
内
乱
の
鎮
圧
を
主
題
に
し
て
い
な
が
ら
、
上
天
・
上
帝
を

世
界
の
主
宰
者
と
す
る
正
乱
篇
と
、
「
天
地
之
道
」
を
刑
徳
併
用
の

理
法
を
導
き
出
す
規
範
と
仰
ぎ
、
上
天
・
上
帝
を
一
切
登
場
さ
せ
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な
い
姓
争
篇
の
立
場
は
、
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
天
地
を
宇
宙

の
主
宰
者
に
据
え
る
点
で
、
姓
争
篇
の
立
場
は
果
童
篇
に
近
い
と

言
え
る
。

も
う
一
つ
姓
争
篇
で
興
味
深
い
の
は
、
高
陽
が
「
天
地
【
巳
】

成
、
験
首
乃
生
。
莫
循
天
徳
、
謀
相
覆
傾
。
吾
甚
患
之
。
震
之
若

何
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
力
墨
も
ま
た
「
天
地
己
定
、
肢

蟻
畢
争
」
と
か
、
「
天
地
巳
成
、
緊
首
乃
生
。
姓
生
己
定
、
敵
者
生

争
、
不
謹
不
定
」
と
答
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
言
は
、

高
陽
と
カ
墨
が
天
地
の
形
成
、
及
び
人
類
誕
生
の
以
前
か
ら
、
こ

の
世
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
姓
争
篇

の
時
代
設
定
は
、
観
篇
の
立
場
に
近
い
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
最
後
に
成
法
篇
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

黄
帝
間
力
墨
、
唯
余
一
人
、
兼
有
天
下
、
精
民
将
生
、
俵
帯

用
智
、
不
可
法
祖
。
五
口
恐
或
用
之
以
胤
天
下
。
請
間
天
下
有

成
法
可
以
正
民
者
。
力
墨
田
、
然
。
昔
天
地
既
成
、
正
若
有

名
、
合
若
有
形
、
【
乃
】
以
守
一
名
。
上
陸
之
天
、
下
施
之
四

海
。
吾
聞
天
下
成
法
、
故
日
不
多
、
一
言
而
止
。
循
名
復
一
、

民
無
乱
紀
。
黄
帝
日
、
請
問
天
下
猶
有
一
平
。
カ
墨
田
、
然
。

昔
者
皇
天
使
鳳
下
這
一
言
而
止
。
五
帝
用
之
、
以
机
天
地
、

｛
以
】
挟
四
海
、
以
懐
下
民
、
以
正
一
世
之
士
。
夫
是
故
讃

民
皆
退
、
賢
人
威
起
、
玉
邪
乃
逃
、
依
静
乃
止
。
循
名
復
て

民
無
胤
紀
。
黄
帝
目
、
一
者
、
一
市
巴
乎
。
其
亦
有
長
平
。

カ
墨
田
、
一
者
、
道
其
本
也
。
胡
馬
而
無
長
。
口
口
所
失
、

莫
能
守
一
。
一
之
解
、
察
於
天
地
。
一
之
理
、
施
於
四
海
。

何
以
知
口
之
至
、
遠
近
之
稽
。
夫
唯
一
不
失
、
一
以
賜
化
、

少
以
知
多
。
夫
達
望
四
海
、
困
極
上
下
、
四
構
相
抱
、
各
以

其
道
。
夫
百
言
有
本
、
千
言
有
要
、
高
【
言
】
有
線
。
首
問
物

之
多
、
皆
閲
一
空
。
夫
非
正
人
也
、
執
能
治
此
。
彼
必
正
人

也
、
乃
能
操
正
以
正
奇
、
握
一
以
知
多
、
除
民
之
所
害
、
而

持
民
之
所
宜
。
線
凡
守
一
、
奥
天
地
同
極
、
乃
可
以
知
天
地

之
嗣
一
帽
。

成
法
篇
で
は
、
「
力
墨
田
、
然
。
昔
天
地
既
成
、
正
若
有
名
、
合
若

有
形
」
と
、
天
地
の
形
成
が
過
去
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
、
黄
帝
と
臣
下
た
ち
が
天
地
の
剖
判
を
直
接
目
撃
し
た

と
す
る
観
篇
や
姓
争
篇
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
昔
者
皇
天

使
鳳
下
道
一
言
而
止
」
と
、
上
天
・
上
帝
が
世
界
の
主
宰
者
で
あ

る
よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
立
命
篇
や
正
乱
篇
と
同

じ
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
成
法
篇
で
は
、
「
五
帝
用
之
、
以
机
天
地
、
【
以
】
挟
四

海
、
以
懐
下
民
、
以
正
一
世
之
士
」
と
、
黄
帝
以
前
に
す
で
に
玉

帝
が
天
下
を
安
寧
に
統
治
し
た
前
史
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
黄
帝
以

前
に
す
で
に
天
下
を
統
治
し
た
帝
が
い
た
こ
と
は
、
「
カ
墨
田
、
大
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庭
氏
有
天
下
也
、
安
徐
正
静
、
柔
節
先
定
」
と
、
順
道
篇
に
も
記

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
黄
帝
が
初
め
て
王
朝
体
制
を
創
建

し
た
と
す
る
立
命
篇
や
、
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
の
剖
判
を
黄
帝
や

カ
墨
が
直
接
目
撃
し
た
と
す
る
観
篇
の
記
述
と
は
、
全
く
相
容
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。

成
法
篇
の
内
容
で
最
も
重
要
な
の
は
、
『
老
子
』
の
「
道
」
を
連

想
さ
せ
る
「
ご
が
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
成
法
篇
で
は
盛

ん
に
「
ご
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
「
一
者
、
道
其
本
也
」

と
の
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
ご
が
「
道
」
の
在
り
方
を
指
す

こ
と
が
判
る
。
し
か
も
そ
れ
自
身
は
「
ご
で
あ
り
な
が
ら
、
あ

ら
ゆ
る
万
物
を
生
成
し
て
変
化
を
遂
げ
さ
せ
、
天
地
・
四
方
に
あ

ま
ね
く
行
き
渡
る
と
の
前
後
の
解
説
か
ら
、
こ
の
「
道
」
は
『
老

子
』
の
「
道
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
成
法

篇
で
は
、
こ
の
宇
宙
の
本
源
た
る
「
道
」
の
在
り
方
を
「
ご
「
一

之
解
」
「
一
之
理
」
「
一
空
」
な
ど
と
表
現
し
、
ま
た
別
の
所
で
は

「
成
法
可
以
正
民
者
」
と
か
ご
一
言
E

と
も
称
し
た
上
、
「
猪
民
」

を
矯
正
す
る
た
め
の
唯
一
の
成
法
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
言
わ
れ
る
成
法
と
は
、
『
老
子
』
の
「
道
」
を
理
法
化
し
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。

『
十
六
経
』
の
中
で
『
老
子
』
の
「
道
」
を
受
容
し
た
と
思
わ
れ
る

の
は
成
法
篇
だ
け
で
あ
る
が
、
「
ご
と
「
道
」
を
結
び
つ
け
る
表

現
は
、
わ
ず
か
に
ご
者
、
遺
其
本
也
」
の
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。

し
か
も
「
ご
は
、
「
昔
者
皇
天
使
鳳
下
道
一
言
而
止
」
と
、
皇
天

と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
上
天
・
上
帝
が
世
界
の
主
宰
者
で

あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
一
方
で
、
『
老
子
』
の
「
道
」
を
受
容
し
、
両

者
の
上
下
関
係
を
明
確
に
決
定
せ
ず
に
放
置
し
た
こ
と
が
、
こ
う

し
た
混
乱
を
生
じ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。

四
前
節
で
行
っ
た
『
十
六
経
』
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
そ
こ
に
見

え
る
宇
宙
生
成
論
の
性
格
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
『
十
六
経
』

に
お
け
る
黄
帝
の
性
格
は
、
篇
単
位
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

宇
宙
生
成
論
の
プ
ロ
セ
ス
の
ど
の
段
階
で
黄
帝
が
出
現
し
た
の
か

に
つ
い
て
も
、
篇
ご
と
に
説
明
が
食
い
違
っ
て
い
る
。

黄
帝
の
出
現
時
期
を
最
も
古
く
設
定
す
る
の
は
、
黄
帝
と
臣
下

は
天
地
・
晦
明
・
陰
陽
・
四
時
す
ら
未
分
化
の
段
階
で
、
す
で
に

存
在
し
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
観
篇
や
姓
争
篇
が
こ
れ
に

該
当
す
る
。
次
に
古
い
時
期
に
設
定
す
る
の
は
、
黄
帝
と
臣
下
は

天
地
・
万
物
・
人
類
が
形
成
さ
れ
た
後
に
、
天
下
統
治
を
開
始
し

た
と
す
る
も
の
で
、
立
命
篇
や
正
乱
篇
・
果
童
篇
が
こ
の
立
場
を

取
る
。
最
も
遅
い
時
期
に
設
定
す
る
の
は
、
黄
帝
以
前
に
す
で
に

天
下
を
統
治
し
た
帝
が
存
在
し
た
と
す
る
も
の
で
、
成
法
篇
や
順

道
篇
が
こ
の
立
場
を
取
る
。
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こ
の
よ
う
に
出
現
時
期
の
設
定
一
つ
取
っ
て
み
て
も
、
『
十
六
経
』

の
内
部
に
は
多
く
の
矛
盾
が
あ
る
。
天
地
未
分
化
の
時
代
か
ら
黄

帝
が
天
下
統
治
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
天
の

命
を
受
け
た
行
為
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
立
命
篇
の
よ
う
に
、

黄
帝
が
天
子
を
任
命
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
天
下
を
統
治
す
る
の
は

天
子
に
な
る
は
ず
だ
が
、
「
唯
余
一
人
、
兼
有
天
下
」
（
果
童
篇
・

成
法
篇
）
と
、
黄
帝
が
直
接
天
下
を
統
治
し
て
い
る
と
さ
れ
た
り

も
す
る
。
黄
帝
が
初
め
て
文
明
を
創
出
し
た
と
さ
れ
る
か
と
思
え

ば
、
黄
帝
よ
り
以
前
に
五
帝
や
大
庭
氏
が
天
下
を
統
治
し
て
い
た

と
も
言
わ
れ
る
。
『
十
六
経
』
の
宇
宙
生
成
論
は
、
理
論
的
整
合
性

が
図
ら
れ
ず
に
、
基
本
的
構
図
す
ら
支
離
滅
裂
で
あ
る
と
評
さ
ざ

る
を
得
な
い
。

『
十
六
経
』
の
宇
宙
生
成
論
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
矛
盾
だ
ら

け
の
雑
然
と
し
た
性
格
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
を
探

る
た
め
、
次
に
『
十
六
経
』
と
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』

三
者
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
と
は
違
っ
て
、

人
類
の
誕
生
や
文
明
発
生
の
時
点
よ
り
も
前
の
時
代
、
す
な
わ
ち

宇
宙
生
成
の
時
期
に
言
及
す
る
の
は
、
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老

子
』
な
ど
と
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
両
者
の
聞
に
は
次
の
よ
う
な
違
い
も
あ
る
。
『
恒

先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
は
、
そ
れ
そ
れ
「
恒
」
「
太
一
」
「
道
」

と
い
っ
た
宇
宙
の
主
宰
者
を
立
て
た
上
で
、
宇
宙
生
成
の
プ
ロ
セ

ス
を
説
く
。
こ
れ
に
対
し
て
『
十
六
経
』
の
場
合
は
、
字
宙
生
成

の
プ
ロ
セ
ス
に
言
及
し
な
が
ら
、
「
恒
」
「
太
ご
「
道
」
の
よ
う

な
主
宰
者
を
立
て
な
い
。
そ
の
結
果
、
宇
宙
を
生
成
し
た
主
体
が

全
く
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
始
し
て
い
る
。
果
童
篇
は
、
天
の

恒
幹
と
地
の
恒
常
が
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
晦
と
明
、
陰
と

陽
が
生
じ
、
陰
陽
が
万
物
を
生
み
出
し
た
と
の
宇
宙
生
成
の
プ
ロ

セ
ス
を
述
べ
る
が
、
天
と
地
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
は
全
く
説
明
が
な
く
、
宇
宙
生
成
論
と
し
て
は
極
め
て
中

途
半
端
な
形
に
終
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
の
三
者
は
、
宇
宙
生
成

論
か
ら
上
天
・
上
帝
を
排
除
す
る
が
、
『
十
六
経
』
の
場
合
は
、
上

天
・
上
帝
の
権
威
を
濃
厚
に
保
存
し
て
い
る
。
三
者
の
中
で
上
天
・

上
帝
に
言
及
す
る
の
は
、
「
吾
不
知
誰
之
子
、
象
帝
之
先
」
（
『
老

子
』
第
四
章
）
の
わ
ず
か
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

『
十
六
経
』
に
は
頻
繁
に
上
天
・
上
帝
が
登
場
し
、
宇
宙
の
絶
対

神
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
こ
れ
も
両
者
の
大
き
な

違
い
で
あ
る
。

ま
た
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
の
三
者
は
、
人
類
の
誕

生
を
宇
宙
開
始
の
時
点
よ
り
も
後
の
段
階
、
万
物
の
生
成
と
同
時

期
か
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
後
に
設
定
す
る
が
、
『
十
六
経
』
は
観
篇

や
姓
争
篇
の
よ
う
に
、
黄
帝
と
臣
下
が
宇
宙
開
始
の
時
点
よ
り
も

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
記
す
。
黄
帝
が
い
か
に
半
神
半
人
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的
性
格
を
帯
び
る
と
し
て
も
、
所
詮
は
人
間
で
あ
る
以
上
、
天
地

剖
判
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
の
は
荒
唐
無
稽
で
あ
ろ
う
。

晦
明
・
陰
陽
・
四
時
す
ら
未
分
化
の
時
期
に
人
類
が
生
活
し
て
い

た
と
す
る
観
篇
の
記
述
は
、
な
お
さ
ら
荒
唐
無
稽
で
あ
る
。
こ
の

点
も
ま
た
両
者
の
重
要
な
違
い
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
十
六
経
』
は
、
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
の

三
者
に
比
較
し
て
、
天
道
思
想
を
大
量
に
含
ん
で
い
る
。
『
恒
先
』

は
「
天
道
既
載
、
惟
一
以
猶
一
、
惟
復
以
猶
復
」
と
、
天
道
を
肯

定
的
に
扱
う
が
、
天
道
に
触
れ
る
の
は
こ
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。

『
太
一
生
水
』
も
「
天
遁
貴
弱
、
削
成
者
以
盆
生
者
」
と
、
天
道

を
肯
定
的
に
扱
う
が
、
天
道
に
触
れ
る
の
は
や
は
り
こ
の
一
箇
所

の
み
で
あ
る
。
『
老
子
』
は
、
「
天
之
道
、
不
争
市
善
勝
」
（
第
七

十
三
章
）
「
天
之
道
、
其
猶
張
弓
平
」
（
第
七
十
七
章
）
「
天
道
無

親
、
常
奥
善
人
」
（
第
七
十
九
章
）
「
天
之
道
、
制
而
不
害
」
（
第

八
十
章
）
と
、
や
は
り
天
道
を
肯
定
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
が
、

全
体
に
占
め
る
比
重
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
『
十
六
経
』
は
、
「
天
道
巳
既
、
地
物
乃
備
」

（
観
篇
）
「
夫
天
行
正
信
、
日
月
不
慮
」
（
正
乱
篇
）
「
母
逆
天
遁
、

則
不
失
所
守
」
「
天
道
環
【
周
】
、
於
人
反
爵
之
客
」
（
姓
争
篇
）
「
天

道
寄
書
、
播
於
下
土
」
「
天
之
道
也
」
（
三
禁
篇
）
と
、
天
道
思
想

を
中
心
に
据
え
て
お
り
、
天
道
の
指
示
に
従
っ
て
刑
と
徳
、
あ
る

い
は
徳
と
虐
を
使
い
分
け
よ
と
す
る
の
が
、
『
十
六
経
』
の
基
本
思

想
で
あ
る
。
天
道
思
想
が
全
体
に
占
め
る
比
率
の
違
い
も
、
両
者

の
重
要
な
差
異
で
あ
る
。

ま
た
宇
宙
生
成
論
を
備
え
る
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』

の
三
者
が
、
い
ず
れ
も
人
類
が
発
達
さ
せ
る
文
明
を
相
対
化
し
て

強
い
批
判
を
加
え
る
の
に
反
し
て
、
『
十
六
経
』
は
文
明
の
創
始
者

と
さ
れ
る
黄
帝
を
主
人
公
に
立
て
る
た
め
、
宇
宙
生
成
論
を
導
入

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
明
を
相
対
化
で
き
ず
に
全
面
的
に
品
同

定
す
る
。

『
十
六
経
』
と
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
三
者
の
聞
に

は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
よ
う
な
共
通
性
と
差
異
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
『
十
六
経
』
は
、
（
1
）
上
天
・

上
帝
を
世
界
の
主
宰
者
と
す
る
中
原
の
世
界
観
、
（
2
）
天
道
を
理

法
化
す
る
史
官
の
天
道
思
想
、
（
3
）
天
道
の
理
法
と
刑
徳
・
徳
虐

を
結
合
す
る
活
轟
型
思
想
、
（
4
）
黄
帝
を
文
明
の
創
始
者
と
す
る

中
原
の
黄
帝
伝
説
、
（
5
）
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宇
宙
生
成
論
の
五
者
を
接
合
せ
ん
と
し
た
試

み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
径
三
。

だ
が
こ
の
思
想
的
試
み
は
、
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
て
破
綻
し
て

い
る
。
『
十
六
経
』
は
、
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
宇
宙
生
成
論
の
影
響
を
受
け
、
自
ら
も
宇
宙
生

成
論
を
提
示
せ
ん
と
し
た
。
し
か
し
『
十
六
経
』
が
自
己
の
思
想

基
盤
に
し
て
い
た
の
は
、
前
掲
（
1
）（
2
）（
3
）（
4
）
な
ど
、
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中
原
の
世
界
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
『
怪
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老

子
』
な
ど
、
中
原
に
隣
接
す
る
楚
の
北
辺
で
形
成
さ
れ
、
物
質
的

性
格
を
持
つ
存
在
を
宇
宙
生
成
の
主
体
と
す
る
宇
宙
生
成
論
を
取

り
込
む
こ
と
に
は
、
大
き
な
困
難
が
伴
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
十
六
経
』
は
、
上
天
・
上
帝
を
絶
対
神
と
す
る
中
原
の
伝
統

的
世
界
観
を
濃
厚
に
保
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
上
天
・
上
帝
信

仰
と
南
方
で
成
立
し
た
宇
宙
生
成
論
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

上
天
・
上
帝
が
自
ら
宇
宙
を
生
成
し
た
と
す
る
理
論
を
作
っ
て
処

理
す
る
方
法
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
現
実
に
は
、
『
十
六
経
』
は
そ
う
し
た
理
論
を
作
り
出
し
て
は

し
な
し

中
原
の
伝
統
的
世
界
観
に
は
、
史
官
の
天
道
思
想
を
も
含
め
て
、

宇
宙
生
成
論
そ
の
も
の
が
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
上
天
・
上
帝

に
宇
宙
の
創
造
主
と
し
て
の
性
格
が
持
た
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
『
十
六
経
』
の
作
者
に
も
、
上
天
・
上
帝
に
そ

う
し
た
役
割
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
強
い
抵
抗
感
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。そ

こ
で
果
童
篇
は
、
天
の
恒
幹
と
地
の
恒
常
を
宇
宙
生
成
の
主

体
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
な
ら
ば
、
中
原
の
伝

統
的
世
界
観
と
さ
ほ
ど
阻
酷
せ
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
。
だ
が
『
老

子
』
が
「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
」
（
第
二
十
五
章
）
と
述
べ
、
『
恒

先
』
が
「
未
有
天
地
、
来
有
作
行
」
「
濁
気
生
地
、
清
気
生
天
」
と

述
べ
、
『
太
一
生
水
』
が
「
太
一
生
水
。
水
反
輔
太
一
、
是
以
成
天
。

天
反
輔
太
て
是
以
成
地
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
三
者
の
宇
宙
生

成
論
に
お
い
て
は
、
天
地
は
宇
宙
開
始
時
点
よ
り
も
後
に
生
成
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
後
出
性
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
天
地
を
宇
宙
生
成
の
主
体
に
据
え
る
形
で
、
宇
宙
生
成
論
を

提
示
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
り
、
天
地
は
何
か
ら
生
じ
て
き
た
の

か
と
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
困
難

さ
の
故
に
、
果
童
篇
以
外
の
諸
篇
に
お
い
て
は
、
宇
宙
生
成
の
主

体
が
最
後
ま
で
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
黄
帝
伝
説
と
宇
宙
生
成
論
の
結
合
に
由
来
す
る
不
整
合
も

見
受
け
ら
れ
る
。
「
黄
帝
能
成
百
物
、
以
明
民
共
財
」
（
『
国
語
』

魯
語
上
）
と
、
黄
帝
は
万
物
に
命
名
し
て
民
に
社
会
生
活
を
営
む

方
法
を
教
え
た
文
明
の
創
始
者
と
さ
れ
る
。
『
十
六
経
』
は
文
明
の

創
始
者
と
し
て
の
黄
帝
伝
説
を
保
存
し
た
ま
ま
、
文
明
創
出
の
中

身
を
、
中
原
の
天
道
思
想
を
引
き
継
い
で
、
晦
明
・
陰
陽
・
四
時

な
ど
の
天
道
の
推
移
を
初
め
て
理
法
化
し
た
点
に
求
め
て
い
る
。

そ
の
た
め
観
篇
の
よ
う
に
、
黄
帝
在
位
中
に
天
地
・
晦
明
・
陰
陽
・

四
時
な
ど
が
初
め
て
剖
判
し
て
き
た
の
で
、
黄
帝
が
初
め
て
そ
れ

ら
を
理
法
化
し
、
暦
法
を
定
め
て
文
明
を
創
出
し
た
と
し
て
、
宇

宙
の
生
成
と
黄
帝
に
よ
る
文
明
の
創
出
を
同
時
並
行
的
に
描
く
荒
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唐
無
稽
な
筋
立
て
が
作
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
黄
帝
伝
説
の
多
く
は
、
「
夫
亡
者
量
繋
無
寵
、
皆
黄
炎
之
後

也
」
（
『
国
語
』
周
語
下
）
「
故
有
虞
氏
諦
黄
帝
而
組
踊
頑
」
（
『
国

語
』
魯
語
上
）
「
昔
者
、
責
帝
氏
以
雲
紀
。
故
矯
雲
師
市
雲
名
」
（
『
左

伝
』
昭
公
十
七
年
）
と
か
、
「
先
序
今
以
上
至
黄
帝
」
（
『
史
記
』

孟
子
荷
卿
列
伝
）
「
凡
帝
王
者
之
特
興
也
、
天
必
先
見
鮮
平
下
民
。

責
帝
之
時
、
天
先
見
大
蹟
大
煙
。
責
帝
目
、
土
気
勝
、
土
気
勝
」

（
『
呂
氏
春
秋
』
応
同
篇
）
な
ど
と
、
黄
帝
を
古
代
帝
王
の
筆
頭
に

位
置
づ
け
る
。
こ
の
点
も
ま
た
、
混
沌
た
る
暗
黒
の
世
界
に
文
明

の
光
明
を
も
た
ら
し
た
帝
と
し
て
、
宇
宙
の
生
成
と
黄
帝
に
よ
る

文
明
の
創
出
を
同
時
並
行
的
に
描
か
せ
る
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。し

か
し
そ
の
一
方
で
、
『
荘
子
』
怯
箆
篇
や
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』

の
よ
う
に
、
黄
帝
を
最
古
の
帝
王
と
は
し
な
い
伝
説
も
存
在
し
て

い
た
荏
7

）

O

そ
の
た
め
『
十
六
経
』
中
に
は
、
成
法
篇
や
順
道
篇

の
よ
う
に
、
黄
帝
以
前
に
天
下
を
統
治
し
て
い
た
古
代
帝
王
が
存

在
し
た
と
す
る
篇
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
黄
帝
伝
説
に
は
、
黄
帝
を

炎
帝
や
蜜
尤
と
の
戦
い
に
勝
っ
た
軍
事
的
勝
利
者
と
す
る
要
素
も

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
上
帝
未
先
而
撞
興
兵
、
覗
蛍
尤
」

（
正
乱
篇
）
と
、
黄
帝
の
軍
事
行
動
を
上
天
・
上
帝
の
命
に
よ
る

も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
形
が
取
ら
れ
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
に
中
原
の
黄
帝
伝
説
自
体
が
、
必
ず
し
も
整
合
的
で

は
な
く
、
異
な
る
方
向
に
分
岐
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う

し
た
雑
駁
さ
を
整
理
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
前

掲
の
（
1
）（
2
）（
3
）（
5
）
な
ど
の
要
素
と
接
合
せ
ん
と
し

た
た
め
、
『
十
六
経
』
は
支
離
滅
裂
な
黄
帝
像
を
造
形
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
そ
れ
で
は
次
に
、
『
経
法
』
『
道
原
』
『
称
』
な
ど
他
の
黄
帝
書

と
『
十
六
経
』
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
『
経
法
』
に
は
、
名
理
篇
が

「
有
物
始
生
、
建
於
地
而
溢
於
天
、
莫
見
其
形
、
大
盈
終
天
地
之

間
而
莫
知
其
名
」
と
記
す
以
外
に
は
、
宇
宙
生
成
論
と
称
す
べ
き

要
素
が
見
当
た
ら
ず
、
『
経
法
』
は
世
界
は
す
で
に
分
節
化
さ
れ
、

確
定
し
て
い
る
と
の
前
提
に
立
つ
。
こ
れ
が
『
経
法
』
と
『
十
六

経
』
の
第
一
の
相
違
で
あ
る
。

ま
た
『
十
六
経
』
は
黄
帝
と
そ
の
臣
下
を
主
人
公
に
据
え
る
た

め
、
天
下
全
体
の
統
治
が
主
題
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
経
法
』

は
一
国
の
君
主
が
敵
国
と
対
峠
す
る
構
図
を
描
き
、
君
主
に
敵
国

に
勝
利
し
て
天
下
の
王
と
な
る
た
め
の
戦
略
を
指
南
す
る
形
を
取

る
。
こ
れ
は
『
経
法
』
が
、
呉
越
抗
争
を
背
景
に
呉
に
勝
利
す
る

た
め
の
戦
略
を
説
く
、
『
国
語
』
越
語
下
の
活
輩
型
思
想
の
基
本
形

を
強
く
引
き
継
い
で
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
軍
事
色
の
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強
い
『
経
法
』
で
は
、
天
道
の
推
移
と
刑
徳
併
用
を
結
合
す
る
活

轟
型
思
想
を
中
心
理
論
と
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
文
明
創
出

の
視
点
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
敵
国
と
の
抗
争
に
勝
利
す
る

指
針
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
が
両
者
の
第
二
の
相
違
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
経
法
』
と
『
十
六
経
』
の
聞
に
は
、
重
要
な
違
い
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
老
子
』
の
「
道
」
の
受
容
度
の
違
い
で

あ
る
。
『
経
法
』
道
法
篇
は
、
「
道
生
法
」
「
執
遁
者
、
生
法
而
弗

敢
犯
也
」
と
、
実
定
法
の
根
拠
に
「
道
」
を
据
え
る
。
こ
の
「
道
」

が
『
老
子
』
の
「
道
」
を
指
す
こ
と
は
、
「
虚
無
形
、
其
袈
冥
冥
。

高
物
之
所
従
生
」
と
の
存
在
形
態
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
名

理
篇
で
は
、
「
遁
者
、
紳
明
之
原
也
」
と
、
『
老
子
』
の
「
道
」
が

刑
名
思
想
の
根
拠
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
『
十
六
経
』
成
法
篇
で
も
、

ご
者
、
道
其
本
也
」
と
『
老
子
』
の
「
道
」
が
受
容
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
『
十
六
経
』
の
場
合
は
、

「
道
」
は
ひ
た
す
ら
「
一
」
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
る
の
み
で
、

天
下
統
治
に
い
か
な
る
機
能
を
果
た
す
の
か
は
暖
昧
な
ま
ま
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
『
経
法
』
の
場
合
は
、
「
道
」
を
実
定
法

の
法
源
や
刑
名
思
想
の
根
拠
に
据
え
る
と
い
う
、
思
想
的
に
重
要

な
役
割
を
与
え
て
お
り
、
『
十
六
経
』
よ
り
も
受
容
の
水
準
が
高
い

と
言
え
る
。

『
経
法
』
の
中
心
理
論
は
、
天
道
の
推
移
と
刑
徳
併
用
を
結
合

す
る
活
轟
型
思
想
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
『
老
子
』
の
「
道
」
が
導

入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
『
老
子
』
の
「
道
」
の
下
に
天
道
の
理
法

を
従
属
さ
せ
る
形
で
、
両
者
を
接
合
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
作
者

の
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
道
法
篇
や
名
理
篇
以
外
の
諸

篇
に
は
『
老
子
』
の
「
道
」
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
見
せ
ず
、
接
合
の

完
成
度
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
。

次
に
『
道
原
』
と
『
十
六
経
』
の
違
い
を
見
て
み
よ
う
。
『
道
原
』

は
次
の
よ
う
な
宇
宙
生
成
論
を
提
示
す
る
。

恒
元
之
初
、
週
間
太
虚
。
虚
同
属
て
恒
一
而
止
。
課
課
夢

夢
、
未
有
明
晦
、
紳
微
周
盈
、
精
静
不
照
。
故
未
有
以
、
首
問

物
莫
以
。
故
無
有
形
、
大
週
無
名
。
天
弗
能
覆
、
地
弗
能
載
。

小
以
成
小
、
大
以
成
大
。
盈
四
海
之
内
、
又
包
其
外
。
在
陰

不
腐
、
在
陽
不
焦
。
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こ
こ
で
は
、
宇
宙
の
本
体
・
根
源
で
あ
る
『
老
子
』
の
「
道
」

の
超
越
的
な
性
格
が
、
様
々
な
角
度
か
ら
描
写
さ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
太
虚
を
荘
漢
と
包
括
す
る
恒
元
の
状
態
か
ら
、
拡
散
し

て
い
た
虚
が
合
同
・
凝
集
し
て
、
恒
な
る
一
が
成
立
し
た
と
さ
れ

る
。
「
恒
元
之
初
」
と
か
「
恒
一
而
止
」
と
「
恒
」
が
強
調
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
す
る
と
、
『
道
原
』
の
作
者
は
『
恒
先
』
を
も
参
照
し

な
が
ら
、
「
道
」
の
生
成
過
程
を
説
明
し
直
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

『
道
原
』
の
場
合
も
、
『
経
法
』
や
『
十
六
経
』
と
同
じ
く
、
『
老



子
』
の
「
道
」
の
下
に
天
道
の
理
法
を
従
属
さ
よ
う
と
し
て
い
る
。

濁
立
不
偶
、
高
物
莫
之
能
令
。
天
地
陰
陽
、
【
四
】
時
日
月
、

星
辰
雲
集
、
蚊
行
蟻
動
、
載
根
之
徒
、
皆
取
生
、
道
弗
属
盆

少
、
皆
反
駕
、
道
弗
属
盆
多
。

こ
こ
で
は
、
天
地
・
陰
陽
・
四
時
・
日
月
と
い
っ
た
天
道
の
構

成
要
素
が
、
皆
「
道
」
か
ら
生
を
取
っ
た
と
し
て
、
「
道
」
の
下
位

に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
道
原
』
の
意
図
は
、
「
道
」
が
い
か

に
超
越
的
な
存
在
で
あ
り
、
宇
官
の
本
体
・
根
源
で
あ
る
か
を
強

調
す
る
点
に
あ
る
。
目
的
が
単
一
で
あ
る
分
だ
け
論
理
も
一
貫
し

て
お
り
、
『
十
六
経
』
の
よ
う
な
破
綻
は
見
ら
れ
な
い
。
当
然
、
上

天
・
上
帝
は
全
く
姿
を
見
せ
ず
、
活
轟
型
思
想
に
も
触
れ
ら
れ
な

そ
れ
で
は
最
後
に
『
称
』
と
『
十
六
経
』
の
違
い
を
見
て
み
よ

う
。
『
称
』
は
そ
の
全
体
が
五
十
余
り
の
短
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。

『
称
』
に
も
中
原
の
上
天
・
上
帝
信
仰
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

宮
室
温
度
、
上
帝
所
悪
。
属
者
弗
居
、
雄
居
必
路
（
第
二
十

七
章
）

ま
た
天
道
の
推
移
を
理
法
化
し
、

そ
の
指
示
に
従
え
と
す
る
思

考
も
見
え
る
し
、
天
道
の
推
移
と
刑
徳
併
用
を
結
合
す
る
活
轟
型

思
想
も
多
数
存
在
す
る
。

天
制
寒
暑
、
地
制
高
下
、
人
制
取
予
。
取
予
嘗
、
立
矯
【
覇
】

王
。
取
予
不
嘗
、
流
之
死
亡
、
天
有
環
刑
、
反
受
其
挟
。
（
第

十
七
章
）

時
極
未
至
、
而
隠
於
徳
。
既
得
其
極
、
遠
其
徳
、
浅
【
黙
】

以
力
。
既
成
其
功
、
環
覆
其
従
、
人
莫
能
代
。
（
第
二
十
章
）

日
震
明
、
月
矯
晦
。
昏
而
休
、
明
而
起
。
母
失
天
極
、
窮
敷

而
止
。
（
第
三
十
章
）

こ
の
よ
う
に
『
称
』
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
も
、

や
は
り
中
原
の
天
道
思
想
と
活
轟
型
思
想
で
あ
る
。
ま
た
『
老
子
』

の
「
道
」
を
確
実
に
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
表
現
は
存
在
せ
ず
、

宇
宙
生
成
論
の
要
素
も
明
確
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

以
上
、
『
十
六
経
』
と
他
の
黄
帝
書
を
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
黄
帝
書
の
内
部
に
は
、
次
の
よ
う
な
差
異
の
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
『
経
法
』
『
十
六
経
』
『
道
原
』
の
三
者
は
、
程
度
の

差
は
あ
れ
、
い
ず
れ
も
『
老
子
』
の
「
道
」
を
受
容
し
て
い
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
こ
の
三
者
は
、
濃
淡
の
差
は
あ
り
な
が
ら
も
、
宇

宙
生
成
論
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
称
』
に
は
、

『
老
子
』
の
「
道
」
の
影
響
も
宇
宙
生
成
論
の
要
素
も
明
確
に
は
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見
当
た
ら
な
い
を
旦
。

『
経
法
』
『
十
六
経
』
『
道
原
』
『
称
』
の
四
者
は
、
い
ず
れ
も
中

原
で
成
立
し
た
史
官
の
天
道
思
想
を
形
を
変
え
て
保
存
す
る
。
だ

が
活
設
型
思
想
を
含
む
の
は
『
経
法
』
『
十
六
経
』
『
称
』
の
三
者

に
限
ら
れ
、
『
老
子
』
の
「
道
」
に
関
心
を
集
中
さ
せ
、
全
く
軍
事

に
触
れ
な
い
『
道
原
』
に
は
、
活
轟
型
思
想
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

『
十
六
経
』
と
『
称
』
に
は
明
確
に
上
天
・
上
帝
が
登
場
す
る

が
、
『
老
子
』
の
「
道
」
の
下
に
宇
宙
を
一
元
化
せ
ん
と
す
る
『
道

原
』
に
は
、
上
天
・
上
帝
は
一
切
姿
を
見
せ
な
い
。
な
お
『
経
法
』

に
は
、
直
接
的
に
上
天
・
上
帝
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

「
凡
犯
禁
絶
理
、
天
諒
必
至
」
「
興
兵
失
理
、
所
伐
不
首
、
天
降
二

狭
」
（
亡
論
篇
）
と
、
上
天
・
上
帝
が
世
界
の
主
宰
者
で
あ
る
こ
と

が
、
間
接
的
な
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
四
種
の
黄
帝
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
性
格
に

応
じ
て
、
思
想
的
力
点
を
異
に
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
相
互
に
入
り
組
ん
だ
形
で
（
1
）
か
ら
（
5
）
ま
で
の

要
素
を
共
有
す
る
と
の
大
き
な
共
通
性
に
よ
っ
て
、
四
者
を
黄
老

学
派
の
文
献
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

六
最
後
に
『
十
六
経
』
が
著
作
さ
れ
て
地
域
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
よ
う
。
『
十
六
経
』
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
の
う
ち
、
（
1
）

上
天
・
上
帝
を
世
界
の
主
宰
者
と
す
る
中
原
の
世
界
観
、
（
2
）
天

道
を
理
法
化
す
る
史
官
の
天
道
思
想
、
（
4
）
黄
帝
を
文
明
の
創
始

者
と
す
る
中
原
の
黄
帝
伝
説
、
の
三
者
は
、
い
ず
れ
も
中
原
の
文

化
的
伝
統
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
十
六

経
』
は
、
中
原
地
域
の
ど
こ
か
で
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
（
3
）
の
天
道
の
理
法
と
刑
徳
・
徳
虐
を
結
合

す
る
桔
轟
型
思
想
を
大
量
に
含
む
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
活
姦
型
思

想
の
成
立
事
情
は
少
し
複
雑
で
、
中
原
の
普
か
ら
楚
に
伝
わ
っ
た

史
官
の
天
道
思
想
を
基
盤
に
し
つ
つ
、
呉
越
抗
争
時
に
南
方
の
越

で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
活
姦
は
前
四
七
二
年
の
呉
の
滅
亡

後
、
国
の
半
分
を
与
え
よ
う
と
の
越
王
勾
践
の
申
し
出
を
断
り
、

斉
に
去
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
活
姦
型
思
想
は
斉
に
伝
え
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
（
4
）
の
黄
帝
伝
説
に
関
し
て
も
、
斉

の
威
王
が
鋳
造
さ
せ
た
祭
器
、
陳
侯
因
育
敦
の
銘
文
に
「
其
唯
因

育
、
揚
皇
考
昭
統
、
高
祖
黄
帝
、
遁
嗣
桓
文
、
朝
間
諸
侯
」
と
あ

っ
て
、
威
王
（
在
位
一
前
三
五
八

1
前
三
二

O
年
）
当
時
、
斉
で

は
黄
帝
が
王
室
か
ら
も
尊
崇
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考

え
て
、
『
十
六
経
』
は
斉
で
著
作
さ
れ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
で
あ

ろ”つ。
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そ
れ
で
は

の
『
恒
先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
な
ど
に

（

5
）
 



見
ら
れ
る
よ
う
な
宇
宙
生
成
論
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
史
記
』
孟
子
有
卿
列
伝
は
、
斉
の
威
王
・
宣
王
当
時
の
稜
下
の

状
況
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

慎
到
超
人
。
田
耕
接
子
替
人
。
環
淵
楚
人
。
皆
皐
黄
老
遁
徳

之
術
、
因
禁
明
、
序
其
指
意
。
故
慎
到
著
十
二
論
、
環
淵
著

上
下
篇
。
而
田
耕
接
子
皆
有
所
論
駕
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
楚
か
ら
黄
老
学
派
の
環
淵
が
斉
の
稜
下
に
や

っ
て
き
た
と
言
う
。
環
淵
に
つ
い
て
『
漢
書
』
芸
文
志
の
班
固
自

注
は
、
「
老
子
弟
子
」
と
記
す
。
と
す
れ
ば
、
環
淵
が
楚
か
ら
斉
の

稜
下
に
老
子
の
思
想
を
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
恒

先
』
『
太
一
生
水
』
『
老
子
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宇
宙
生
成

論
は
、
中
原
に
隣
接
し
た
楚
の
北
辺
で
形
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
在
9
）O

環
淵
は
こ
う
し
た
宇
宙
生
成
論
を
斉
の
稜
下
に
持
ち
込

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
（
注
目
。
こ
れ
に
よ
っ
て
斉
の
稜
下
に
は
、
前
掲

の
（
1
）
か
ら
（
5
）
ま
で
の
構
成
要
素
が
す
べ
て
揃
っ
た
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
『
十
六
経
』
は
、
戦
国
中
期
か
ら
戦
国
後

期
に
か
け
て
、
斉
の
稜
下
で
著
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ

う
。
『
経
法
』
『
道
原
』
『
称
』
な
ど
、
他
の
黄
帝
書
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
史
記
』
楽
毅
列
伝
の
末
尾
に
は
、
「
築
氏
之
族
、
有
柴
田
喉
公
繁

臣
公
。
超
且
震
秦
所
滅
、
亡
之
脊
高
密
。
梁
臣
公
善
修
音
（
帝
老
子

之
言
、
頼
関
於
替
、
稽
賢
師
。
（
中
略
）
柴
暇
公
教
集
臣
公
、
柴
臣

公
教
蓋
公
、
葦
公
教
於
杏
高
密
閉
砂
西
、
震
曹
相
国
師
」
と
、
黄
老

学
派
の
伝
系
が
記
さ
れ
る
。
漢
の
高
祖
に
仕
え
た
曹
参
が
斉
で
蓋

公
を
師
と
仰
い
で
黄
老
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
在
日
）
。
こ
の
よ
う
に
黄
老
学
派
の
根
拠
地
が
斉
の
圏
内
に

存
在
し
た
こ
と
も
、
『
十
六
経
』
『
経
法
』
『
道
原
』
『
称
』
な
ど
の

黄
帝
書
が
斉
で
著
作
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

中
原
の
伝
統
的
世
界
観
は
、
人
間
の
模
写
で
あ
る
人
格
神
、
上

天
・
上
帝
を
世
界
の
主
宰
者
に
立
て
、
上
天
・
上
帝
が
自
ら
生
み

出
し
た
人
類
、
及
び
人
類
が
作
り
出
し
た
文
明
を
全
面
的
に
肯
定

す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
注
目
μ

）
。
こ
れ
に
対
し
て
南
方
で
形
成
さ
れ
た

道
家
的
世
界
観
は
、
観
念
的
に
設
定
し
た
物
質
的
存
在
を
物
神
化

し
て
宇
宙
の
主
宰
者
に
立
て
、
字
宙
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
人

類
と
文
明
を
相
対
化
し
て
、
そ
の
増
長
を
強
く
批
判
し
、
そ
の
前

途
に
警
告
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
の
人
間
中
心
主
義
・
文
明
至
上
主
義
の
立
場
を
基
盤
と
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
後
者
の
宇
宙
生
成
論
を
部
分
的
に
取
り
込
む
試

み
は
、
全
く
異
質
な
二
つ
の
世
界
観
を
合
探
せ
ん
と
す
る
行
為
で

あ
り
、
そ
の
実
行
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
十

六
経
』
が
示
す
多
く
の
矛
盾
や
不
整
合
は
、
そ
の
困
難
さ
を
如
実

に
物
語
っ
て
い
る
。
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注

（1
）
『
太
一
生
水
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
郭
店
楚
簡
『
太
一
生
水
』
と

『
老
子
』
の
道
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
二
六
号
・
二

O
O
O年
六
月
）

参
照
。

（2
）
『
恒
先
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
怪
先
』
の
道
家
的
特

色
」
（
『
早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第
3
号
・
二

O

O
五
年
一
月
）
「
上
博
楚
簡
《
『
恒
先
》
的
道
家
特
色
」
（
北
京
『
清
華

大
学
学
報
』
社
科
版
二

O
O五
年
三
期
、
及
び
『
鞍
園
楚
簡
研
究
』

高
巻
楼
・
二

O
O四
年
十
二
月
所
収
）
参
照
。

（3
）
以
下
『
老
子
』
の
引
用
は
河
上
公
本
に
拠
る
。

（4
）
道
家
思
想
の
中
で
も
『
荘
子
』
内
篇
に
は
、
「
未
有
天
地
、
自
古
固

存
、
紳
鬼
紳
帝
、
生
天
生
地
」
（
大
宗
師
篇
）
と
、
『
老
子
』
の
道
を

解
説
す
る
箇
所
な
ど
の
例
外
を
除
き
、
宇
宙
生
成
論
に
関
す
る
思
索

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
荘
周
は
世
界
を
す
で
に
存
在
す
る
所
与
の

も
の
と
し
て
思
索
を
展
開
す
る
。
『
荘
子
』
も
外
・
雑
篇
に
な
る
と
『
老

子
』
の
影
響
が
強
ま
り
、
太
古
の
世
と
の
比
較
か
ら
文
明
社
会
の
在

り
様
が
強
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
宇
宙
生
成
論
は
依
然
と

し
て
希
薄
で
あ
る
。

（
5
）
以
下
黄
帝
書
の
引
用
は
、
国
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
編
『
馬
王

堆
漢
墓
両
市
書
（
萱
）
』
（
文
物
出
版
社
・
一
九
八

O
年
）
に
拠
る
が
、

陳
鼓
店
店
『
黄
帝
四
経
今
註
今
訳
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
・
一
九
九
五
年

六
月
）
や
私
見
に
よ
っ
て
、
文
字
を
改
め
た
り
補
っ
た
り
し
た
箇
所

が
あ
る
。

（6
）
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に
見
ら
れ
る
史
官
の
天
道
思
想
は
、
特
定
の

星
や
宿
の
名
称
を
具
体
的
に
挙
げ
て
、
星
の
運
行
か
ら
吉
凶
を
占
う

性
格
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
活
姦
型
思
想
の
天
道
思
想
か
ら
は
、

長
江
下
流
域
に
天
文
学
の
伝
統
が
存
在
し
な
か
っ
た
事
情
を
反
映
し

て
、
そ
う
し
た
占
星
術
的
性
格
が
姿
を
消
し
、
「
天
遁
賞
善
而
罰
淫
」

（
『
国
語
』
周
語
中
）
と
の
方
向
、
す
な
わ
ち
天
道
を
人
聞
が
則
る
べ

き
普
遍
的
理
法
と
す
る
形
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
な
お
史
官
の
天
道

思
想
、
荷
量
型
思
想
、
黄
帝
伝
説
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
（
創
文
社
・
一
九
九
二
年
・
十
一
月
）
参

問山。
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（7
）
黄
老
学
派
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
黄
老
道
の
成
立
と

展
開
』
参
照
。

（8
）
『
容
成
氏
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』

に
お
け
る
禅
譲
と
放
伐
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
三
六
号
・
二

O
O四

年
十
二
月
）
「
上
博
建
筒
『
容
成
氏
』
的
稗
譲
輿
放
伐
」
（
台
湾
『
精

華
挙
報
』
第
三
三
号
二
期
、
及
び
『
戦
国
楚
簡
研
究
』
高
巻
楼
・
二

O
O四
年
十
二
月
所
収
）
参
照
。

（
9
）
宇
宙
生
成
論
を
伴
う
道
家
思
想
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙

稿
「
上
博
楚
簡
『
怪
先
』
の
道
家
的
特
色
」
参
照
。



（
凶
）
戦
国
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
活
動
し
た
斉
の
緋
街
は
、
「
至
天
地

未
生
、
窃
冥
不
可
考
市
原
也
」
（
『
史
記
』
孟
子
有
卿
列
伝
）
と
評
さ

れ
る
宇
宙
生
成
論
（
五
徳
終
始
説
）
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
緋
街

は
そ
の
一
方
で
、
「
凡
帝
王
者
之
特
輿
也
、
天
必
先
見
鮮
平
下
民
。
黄

帝
之
時
、
天
先
見
大
蹟
大
蟻
。
黄
帝
目
、
士
気
勝
、
士
気
勝
」
（
『
呂

氏
春
秋
』
応
同
篇
）
と
、
上
天
・
上
帝
が
王
朝
交
代
を
予
告
す
る
瑞

祥
を
下
す
と
も
善
一
一
回
う
。
宇
宙
生
成
論
と
上
天
・
上
帝
信
仰
を
同
居
さ

せ
る
僻
街
の
形
態
は
、
『
十
六
経
』
と
通
ず
る
性
格
を
持
ち
、
斉
が
宇

宙
生
成
論
と
上
天
・
上
帝
信
仰
を
接
合
す
る
思
想
的
営
為
の
中
心
地

だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
僻
街
は
元
来
は
儒
家
で
あ
り
、
こ
の
点

も
や
は
り
、
中
原
の
伝
統
的
世
界
観
の
上
に
宇
宙
生
成
論
を
受
容
す

る
試
み
が
、
い
か
に
難
し
い
作
業
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

（
日
）
黄
老
学
派
の
伝
系
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』

参
照
。

（
ロ
）
中
国
の
上
天
・
上
帝
信
仰
は
、
意
志
や
感
情
を
持
ち
な
が
ら
、
身

体
・
形
象
を
持
た
な
い
形
而
上
的
人
格
神
が
、
宇
宙
を
単
独
で
支
配

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ

ム
教
な
ど
、
砂
漠
の
一
神
教
と
極
め
て
よ
く
似
た
性
格
を
示
す
。
と

こ
ろ
が
上
天
・
上
帝
信
仰
は
、
つ
い
に
砂
漠
の
一
神
教
の
よ
う
な
宗

教
と
し
て
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

砂
漠
の
一
神
教
で
は
、
特
殊
な
神
秘
的
能
力
（
カ
リ
ス
マ
）
を
持

つ
預
言
者
が
、
自
分
の
耳
で
聞
い
た
神
の
言
葉
を
文
字
で
書
き
記
し

て
聖
典
を
作
る
。
直
接
に
神
の
声
を
聞
く
能
力
の
な
い
一
般
の
信
者

は
、
聖
職
者
の
講
釈
に
よ
っ
て
、
聖
典
を
通
じ
て
神
の
教
え
や
命
令

を
知
り
、
そ
れ
に
従
う
と
の
信
仰
形
態
を
取
る
。
仏
教
の
場
合
も
、

仏
陀
の
言
葉
を
弟
子
が
記
し
た
仏
典
を
通
し
て
、
一
般
の
信
者
は
従

う
べ
き
教
え
を
知
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
に
登
場
す
る
上
天
・
上
帝
は
、
「
然

ら
ば
舜
の
天
下
を
有
つ
は
、
執
か
之
を
与
え
し
や
。
日
く
、
天
之
を
与

え
た
り
。
天
之
に
与
う
と
は
、
拝
詳
然
と
し
て
之
に
命
ず
る
か
。
日
く
、

否
、
天
は
言
わ
ず
。
行
と
事
を
以
て
之
に
示
す
の
み
」
（
『
孟
子
』
万
章
上

篇
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
言
葉
を
発
し
な
い
。
そ
の
た

め
上
天
・
上
帝
信
仰
で
は
、
人
聞
が
従
う
べ
き
神
の
き
口
葉
が
明
示
さ

れ
ず
、
カ
リ
ス
マ
を
備
え
た
亙
祝
王
（
天
子
）
が
上
天
・
上
帝
の
意

志
を
掛
酌
・
推
量
す
る
と
の
間
接
的
形
態
を
取
る
。
そ
こ
で
適
切
に

推
量
し
、
妥
当
な
対
処
を
行
っ
て
、
上
天
・
上
帝
よ
り
福
を
賜
っ
た

先
王
は
、
後
世
の
王
た
ち
の
模
範
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
上
天
・
上
帝
な
る
神
よ
り
も
、
人
間
で
あ
る
王
の
側
が
主

人
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
詩
経
』
や
『
書

経
』
は
、
後
世
の
王
た
ち
が
準
拠
す
べ
き
模
範
的
対
処
法
、
為
政
の

規
範
と
な
る
の
み
で
、
個
々
の
人
聞
が
神
の
教
え
を
知
る
聖
典
と
は

な
り
得
な
い
。

神
↓
預
言
者
↓
聖
典
↓
聖
職
者
↓
信
者
の
図
式
の
う
ち
、
神
↓
預

言
者
（
王
）
の
部
分
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
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そ
れ
に
連
動
し
て
神
の
言
葉
を
記
す
聖
典
も
存
在
せ
ず
、
個
人
が
聖

典
を
通
じ
て
神
の
言
葉
を
知
り
、
そ
れ
に
従
う
と
の
宗
教
的
信
仰
形

態
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

中
国
世
界
の
上
天
・
上
帝
は
、
身
体
・
形
象
を
持
た
な
い
形
而
上

的
人
格
神
で
、
宇
宙
を
単
独
で
支
配
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ヤ
ハ
ヴ

ェ
・
神
・
ア
ツ
ラ
ー
な
ど
と
共
通
す
る
が
、
教
え
や
命
令
を
言
葉
と

し
て
発
し
な
い
点
で
、
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
古
代
中
国

の
王
た
ち
は
預
言
者
の
位
置
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
言
葉

を
伝
え
ず
、
預
言
者
と
し
て
よ
り
も
天
下
を
統
治
す
る
君
主
と
し
て

の
性
格
が
前
面
に
出
る
点
で
、
砂
漠
の
一
神
教
の
預
言
者
た
ち
と
も

決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
上
天
・
上
帝
信
仰
が
砂
漠
の
一

神
教
の
よ
う
な
宗
教
と
は
な
ら
ず
、
為
政
の
規
範
を
示
す
経
学
の
形

を
取
っ
た
最
大
の
原
因
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
政
治
が
一
切
を
支

配
せ
ん
と
す
る
中
国
的
特
質
の
淵
源
と
も
な
っ
て
い
る
。
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附
記
・
小
論
は
、
湯
浅
邦
弘
教
授
（
大
阪
大
学
）
を
研
究
代
表

者
と
す
る
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補

助
金
・
基
盤

B

「
戦
国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。


